
会 議 録 要 旨 

１．会議名称 令和４年度 第２回 恵庭市公営企業経営審議会 
２．開催日時 令和５年３月２４日(金) １４時００分～１５時１５分 

３．開催場所 恵庭市民会館２階 中会議室 

４．出席者名 【委員】宇野 二朗   中川 淳一   新名 考信   梶川 浩二 

   二瓶 文彰   野村 真弘   落合 信也   茶園 利紀   

須藤  進    熊谷 洋子   橋本 千津子  本多 利恵 

【市側】（水道部部長）  小林 勉    （水道部次長） 江蔵 正治 

       （経営管理課長） 畑  拓哉   （同主査）高橋 豊 

（同スタッフ）  小山 尚基 

（上水道課長）  長谷 晃司 

    （下水道課長）  平井 誠 

    （下水終末処理場長）  髙野 隆司 

５．審議会の経過 

 

 

（１）開会 

 

 

（２）副会長挨拶 

 

（３）報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下は、事務局が発言の要旨を要約しており、いわゆるテープおこしをしたもの

ではありません。 

 

事務局より委員の変更及び委員の過半数以上の出席により審議会が成立したこ

との報告。 

 

副会長より挨拶。 

 

【令和５年度 公営企業会計予算について（資料①）】～【下水終末処理場維持管

理業務に係る履行監視について（資料⑥）】の各報告ごとに、説明と質疑を行う形

式とした。 

 

○令和５年度 公営企業会計予算について（資料①） 

※経営管理課長より説明。 

 

＜質疑応答＞ 

 

（委員） 

７ページの水道事業ビジョン・経営戦略について塩化ビニル管（ＴＳ継手）

が地震に弱いとされていると記載されているがその理由はなにか。 

 

（説明員） 

接合部分がＴＳ継手という接着剤を使用したものになっており、この部分が

破損しやすいため、地震に弱いとされている。 

 

（委員） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却の考え方について、耐用年数は国税庁で定めている年数を用いてい

るのか。 

 

（説明員） 

地方公営企業法施行規則における耐用年数に基づいて算定している。 

 

（委員） 

定率法と定額法のどちらを用いているか。 

 

（説明員） 

定額法を用いている。 

 

（委員） 

資料は前年度予算との対比になっているが、決算と予算で対比しないのか。 

 

（説明員） 

基本的に決算をベースに翌年度予算を算定している。例えば、水道料金につ

いては令和４年度決算見込額を令和５年度の予算額としている。他の部分につ

いても令和４年度決算見込額を経営戦略と照らし合わせて令和５年度予算と

している。 

 

（委員） 

 インボイスについて、中小企業にも関係してくるものはあるか。 

 

（説明員） 

 インボイスを発行しない場合、取引先が仕入税額控除を行えないため、相手

方からインボイスの発行を求められた場合には中小企業含め発行する必要が

ある。 

 

（委員） 

１５ページ表中の道補助金による収入について、どのような補助金か。今後

も受けられるものなのか。また、受けられる割合はどれくらいか。 

 

（説明員） 

 こちらは耐震化の工事費用に係り、一定の条件のもと北海道からいただける

補助金である。今後も引き続き補助を受けることができる予定であり、割合に

ついては工事費の４分の１が補助の対象となる。 

 

（委員） 

 ２３ページ収入支出の概要について、主な増減理由に委託料の増とあるが、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託料の増減要因は何か。 

 

（説明員） 

 物価や人件費の価格高騰による影響や、下水終末処理場の施設や機器の補

修・更新費用が主な要因である。 

 

（委員） 

 ２３ページ表中の合流改善について、現在の進捗状況及び完了の見込みにつ

いて伺いたい。また、分流化することによる下水処理費用への影響についても

併せて伺いたい。 

 

（説明員） 

 合流改善については平成２５年度から実施し、令和４年度末時点で整備予定

面積の内７４％が整備済みであり、令和５年度末では約８３％の整備完了を見

込んでいる。順調にいけば令和７年度の整備完了を目指しているが、人件費や

物価の高騰により延長する可能性もある。下水処理費用への影響については、

分流に伴い雨水分の処理が不要となるが、一部不明水として処理が必要なる雨

水もあることから、今後、下水終末処理場への流入水量を見ながら処理施設の

機能縮小も含め検討していきたい。 

 

（委員） 

 ３３ページの収益的収入について、下水終末処理場では地域バイオマスの利

活用や焼却排熱の利活用により売電を行っているが、その収益はどこに含まれ

ているか。 

 

（説明員） 

 ２．営業外収益（７）の雑収益に計上されており、約８，２００万が収益額

である。 

 

○恵庭市水道ビジョン・経営戦略（令和２年３月策定）の経営戦略中間見直し

について（資料②） 

 ※経営管理課長より説明。 

 

＜質疑なし＞ 

 

○キャッシュレス決済サービスの拡充について（資料③） 

 ※経営管理課主査より説明 

 

＜質疑応答＞ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員） 

 納入方法が増えることは非常に喜ばしいことであるが、費用面から考えると

銀行の口座振替が一番だと思う。恵庭市水道公営企業として銀行の口座振替の

推奨を図っているか。 

 

（説明員） 

 恵庭市水道公営企業としても銀行の口座振替を推奨している。しかし、ニー

ズの多様化に併せて、キャッシュレス決済サービスの拡充も行っている。 

 

（委員） 

 キャッシュレス決済サービスの導入により銀行の口座振替利用者は減少し

ているか。 

 

（説明員） 

 銀行の口座振替利用者は令和３年度決算で全体の７３．９３％、令和４年４

月～１１月末時点では全体の７２．２１％となっており微減である。残りが納

付書払いとなっているが、コンビニ支払いを利用していた方がキャッシュレス

決済サービスの利用に移行している傾向にある。 

 

（委員） 

 キャッシュレス決済サービスの導入に伴う収納率への影響はどうか。 

 

（説明員） 

 キャッシュレス決済サービスの導入に伴う収納率への影響はあまり見られ

ない。利用者の利便性拡充を目的とした導入となっている。 

 

（委員） 

 キャッシュレス決済サービスやコンビニ収納の手数料を恵庭市公営企業が

負担することについて疑問を持つ方もいると思うが、どう考えているか。 

 

（説明員） 

 例えば、コンビニ収納手数料においてはサービスの拡充という観点から自治

体の多くが自治体側の負担としているが、銀行の口座振替利用者との公平性を

保つことも重要だと認識している。今後、クレジットサービスの導入など更な

る納入方法の拡充を図る際には利用者負担も含め検討していきたい。 

 

○緊急貯水槽の整備について（資料④） 

 ※上水道課長より説明 

 

＜質疑応答＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員） 

 緊急貯水槽の設置場所について、恵庭市民会館敷地内とのことだが、駐車場

が狭くなるなどの影響はあるか。 

 

（説明員） 

 緊急貯水槽の設置場所は現在の芝生部分であり、駐車場への影響はない。 

 

（委員） 

 緊急貯水槽の３基目以降の設置予定はどうなっているか。また、緊急貯水槽

については設置するだけではなく、災害時に備えた応急給水訓練の実施も必要

だと思うが、実施しているか。 

 

（説明員） 

 緊急貯水槽の３基目以降については設置場所も含め検討中である。令和６年

度末までの経営戦略の中間見直しに併せて方針を決めていきたい。応急給水訓

練については令和３年度に恵み野南・西町内会、令和４年度に恵み野北・東町

内会の方々にお集まりいただき、緊急貯水槽の整備内容の説明も含めて訓練を

実施した。今後は給水車も納車される予定であることから、引き続き緊急貯水

槽や給水車を使用した訓練を実施していく。 

 

○下水道ＧＸの取り組みについて 

 ※下水道課長より説明 

 

＜質疑応答＞ 

 

（委員） 

 水力発電も検討しているか。 

 

（説明員） 

 水力発電については、下水道処理施設の中で高低差がある場合に水が落下す

る際の力を利用した発電もあることから、導入の可否について検討を進めてい

く。 

 

（委員） 

 ＰＰＰやＰＦＩといったような民間資金の活用については検討しているか。 

 

（説明員） 

 現在、民間事業者からの提案も含めどのような手法が活用できるか調査及び

情報収集を行っている最中である。引き続き調査を進め、活用方法を検討して



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他 

 

 

（５）閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いく。 

 

（委員） 

 海外では屋根のように太陽光パネルを設置し、その下を自由に通行できる施

設もあるが、下水終末処理場においても導入は可能か。 

 

（説明員） 

 導入の可能性はあると思うが、その際には太陽光パネルを支える頑丈な架台

の設置が必要となることから、費用面を含めた検討となる。 

 

○下水終末処理場維持管理業務に係る履行監視について 

 ※下水終末処理場長より説明 

 

＜質疑応答＞ 

 

（委員） 

 評価における検査の回数などは決まっているか。 

 

（説明員） 

 検査については１年間を通して要求水準を満たしているかどうかが評価の

対象となる。本年度については令和４年度終了後に評価することとなるが、資

料では令和４年度１２月末時点での状況を記載している。 

 

 

○今後のスケジュール・委員報酬等の支払いについて 

※経営管理課スタッフより説明。 

 

終了時間 １５：１５ 

 


